
出水市広報紙広告掲載取扱要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、出水市広告掲載要綱（平成１９年出水市告示第１０４号。

以下｢要綱｣という。）第３条の規定に基づき、市が発行する広報紙「広報いず

み」（以下「広報紙」という。）への広告掲載の取扱いについて必要な事項を定

めるものとする。 

（掲載可能な広告等の範囲） 

第２条 広報紙に広告を掲載することができる者、広告の内容及び広告の範囲は、

要綱第４条並びに出水市広告の掲載基準（平成１９年７月２４日制定）第５条、

第６条及び第１０条の規定に定めるところによる。 

（広告の規格） 

第３条 広告の種類は、２分の１段枠の広告（以下「基本広告」という。）と１段

枠の広告（以下「拡大広告」という。）の２種類とする。 

２ 広告の大きさは、基本広告にあっては縦５４ミリメートル、横８７ミリメー

トル、拡大広告にあっては縦５４ミリメートル、横１７８ミリメートルとする。 

３ 広告は、フルカラー刷りとする。 

（広告を掲載する広報紙、広告の掲載方法等） 

第４条 広告を掲載する広報紙は、原則として、毎月１日に発行する広報紙とす

る。ただし、市長が必要と認めるときは、毎月１５日に発行する広報紙にも広

告を掲載することができるものとする。 

２ 広告は、広報紙の同一のページにまとめて掲載するものとし、広報紙におけ

る広告の掲載ページ及び広告の掲載順序は、市長が決定する。 

３ 掲載する広告は、原則として、広報紙１号につき８枠を限度とする。ただし、

市長が必要と認めるときは、この限りではない。 

４ 広告の掲載は、広報紙発行ごとの単位で行うものとし、複数回にわたる掲載

も可能とする。 

（広告掲載希望者の募集） 

第５条 広告掲載を希望する者（以下「申込者」という。）の募集は、広報紙、市

ホームページ等で行うものとする。 



（広告掲載の申込み） 

第６条 申込者は、要綱第５条に定める広告掲載申請書（第１号様式）に広告案

を添えて、広告掲載を希望する広報紙発行月の前々月末日までに市長に提出し

なければならない。 

（広告掲載の可否の決定） 

第７条 市長は、前条の規定による申込みを受けたときは、その可否を決定し、

要綱第６条に定める広告掲載可否決定通知書（第２号様式）により申込者に通

知しなければならない。 

２ 市長は、必要と認めるときは、申込者に広告案の修正を求めることができる。 

（広告原稿の作成及び提出） 

第８条 広告掲載の決定を受けた者（以下「広告主」という。）は、広告原稿を市

長が指定する期日までに提出しなければならない。 

２ 前項に定める広告原稿は、市長が適当と認める方法により、広告主の責任及

び負担において作成するものとする。 

（広告掲載料） 

第９条 広告掲載料は、１回につき、基本広告にあっては１５，０００円、拡大

広告にあっては３０，０００円（いずれも消費税込み）とする。 

２ 広告主は、広告掲載料を市長が指定する期日までに一括納付しなければなら

ない。 

（広告主の責務） 

第１０条 広告主は、広報紙に掲載された広告に関する一切の責任を負うものと

する。 

２ 広告主は、広告の内容などが第三者の権利を侵害するものでないこと及び広

告の内容などに関する財産権のすべてについて権利処理が完了していること

を市長に対して保証するものとする。 

３ 第三者から広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、広告

主の責任及び負担において解決するものとする。 

（その他） 

第１１条 この要領に定めるもののほか、広告の掲載について必要な事項は、市

長が別に定める。 



附 則 

この要領は、平成２０年２月１日から施行する。 

 


